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本会議から付託された議案１件を審査するため、令和 3 年１２月２１日に文教福祉委員会

を開催しました。 

    

議案第議案第議案第議案第８５８５８５８５号号号号    令和３年度総社市一般会計補正予算（第令和３年度総社市一般会計補正予算（第令和３年度総社市一般会計補正予算（第令和３年度総社市一般会計補正予算（第１１１１４４４４号）号）号）号）    

    

～内容～～内容～～内容～～内容～    

１８歳以下の児童を養育している世帯に対する臨時特別給付金の追加分及び住民税非課税

世帯に対する臨時特別給付金並びに生活困窮者支援の制度延長に伴い必要な経費を計上する

もの。 

 

～結果～～結果～～結果～～結果～    

次のような審査の結果、全員一致で原案を可決原案を可決原案を可決原案を可決すべきであると決定した。        

    

～質疑～～質疑～～質疑～～質疑～    

問：問：問：問：給付金の支給スケジュールはどうか。給付金の支給スケジュールはどうか。給付金の支給スケジュールはどうか。給付金の支給スケジュールはどうか。    

答：子育て世帯臨時特別給付金については、12 月 17 日に先行支給した児童手当受給対象者

には 12 月 24 日に追加で５万円を支給予定である。高校生のみの世帯及び公務員世帯に

ついては、今後速やかに申請の案内を郵送し、12 月 28 日までに申請受付したものについ

ては、１月 12 日に 10 万円一括して支給する予定である。また、住民税非課税世帯臨時

特別給付金については、国からの要綱が示され次第、速やかに準備を進め、１月上旬を目

途に受付を開始したい。    

問：問：問：問：子育て世帯臨時特別給付金について、国がクーポン支給を原則としながらも、本市は現子育て世帯臨時特別給付金について、国がクーポン支給を原則としながらも、本市は現子育て世帯臨時特別給付金について、国がクーポン支給を原則としながらも、本市は現子育て世帯臨時特別給付金について、国がクーポン支給を原則としながらも、本市は現

金支給とした理由は何か。金支給とした理由は何か。金支給とした理由は何か。金支給とした理由は何か。    

答：クーポン支給とした場合、支給までの期間と経費がかかるため、速やかに支給できる現

金給付とした。    

問：問：問：問：子育て世帯臨時特別給付金について、離婚した場合の給付はどのようになるのか。子育て世帯臨時特別給付金について、離婚した場合の給付はどのようになるのか。子育て世帯臨時特別給付金について、離婚した場合の給付はどのようになるのか。子育て世帯臨時特別給付金について、離婚した場合の給付はどのようになるのか。    

答：９月 30 日が基準日となっているため、９月 30 日時点の児童手当受給者へ支給するこ

ととなっている。ＤＶの場合は国から特別の措置が示されている一方、離婚の場合にはそ

のような措置はないが、個別の相談には丁寧に対応したい。    

    

    


